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選択支援、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型】 
   施設入所者が希望する日中活動の提供を促進するため、障害者支援施設と隣

接してない生活介護事業所等への送迎については、施設入所者についても送迎

加算を算定可能とする。 

≪送迎加算の対象拡充≫ 

［現  行］ 

  指定生活介護事業所等において、利用者（施設入所者を除く。）に対して、

その居宅等と指定生活介護事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき

所定単位数を加算する。 

 

［見直し後］ 

指定生活介護事業所等において、利用者（指定障害者支援施設と同一敷地内

又は隣接する指定生活介護事業所等を利用する施設入所者を除く。）に対して、

その居宅等と指定生活介護事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき

所定単位数を加算する。 

 

２ 訪問系サービス 

（１）居宅介護 

① 居宅介護の特定事業所加算の加算要件の見直し 

・ 特定事業所加算の算定にあたり、専門的な支援技術を必要とする重度障

害児への支援が評価できるように、加算要件の「重度障害者への対応」、「中

重度障害者への対応」の中に、「重度障害児（重症心身障害児、医療的ケア

児）への対応」を追加する。 

≪居宅介護の特定事業所加算の加算要件の見直し≫ 

  良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて、所

定単位数に加算する。 

 ・特定事業所加算（Ⅰ）（①～③のすべてに適合） 所定単位数の20％に加算 

 ・特定事業所加算（Ⅱ）（①及び②に適合）    所定単位数の10％を加算 

 ・特定事業所加算（Ⅲ）（①及び③に適合）      所定単位数の10％を加算 

 ・特定事業所加算（Ⅳ）（①及び④に適合）      所定単位数の５％を加算 

 

[現  行] 

① サービス提供体制の整備（研修の計画的実施、情報の的確な伝達等） 

② 良質な人材の確保（介護福祉士の割合が30％以上等） 

③ 重度障害者への対応（区分５以上である者及び喀痰吸引等を必要とする

者の占める割合が30％以上） 
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④ 中重度障害者への対応（区分４以上である者及び喀痰吸引等を必要とす

る者の占める割合が50％以上） 

 

［見直し後］ 

 ①及び②   （略） 

③ 重度障害者への対応（区分５以上である者、喀痰吸引等を必要とする者並

びに重症心身障害児及び医療的ケア児の占める割合が30％以上） 

④ 中重度障害者への対応（区分４以上である者、喀痰吸引等を必要とする者

並びに重症心身障害児及び医療的ケア児の占める割合が50％以上） 

 

※ 令和６年３月31日時点で、特定事業所加算を受けている事業所について

は、３年間の経過措置を設ける。 

 

② 居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者とする暫定措

置の廃止 

・ 居宅介護のサービス提供責任者については、指定基準の解釈通知におい

て、「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、３年以上

介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする」という暫定措

置を設けていたが、質の向上を図る観点から、これを廃止する。 

※ あわせて、「居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者

として配置し、当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行

う場合は、所定単位数30％減算する」措置も廃止。 

 

③ 通院等介助等の対象要件の見直し 

・ 居宅介護の通院等介助等について、通知を改正し、居宅が始点又は終点

となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域活動支援セン

ター等から目的地（病院等）への移動等に係る通院等介助等に関しても、

同一の事業所が行うことを条件に、支援の対象とする。 

≪通院等介助等の対象要件の見直し≫ 

［現  行］ 

病院への通院等のための移動介助又は官公署での公的手続若しくは障害福

祉サービスを受けるための相談に係る移動介助を行った場合に、所定単位数を

算定する。 

 

［見直し後］ 

病院への通院等のための移動介助又は官公署での公的手続若しくは障害福

祉サービスを受けるための相談に係る移動介助を行った場合に、所定単位数を

算定する。 
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なお、目的地が複数あって居宅が始点又は終点となる場合には、指定障害福

祉サービス（生活介護、短期入所、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓

練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）、指定通所支援（児

童発達支援、放課後等デイサービス）、地域活動支援センター、地域生活支援

事業の生活訓練等及び日中一時支援から目的地（病院等）への移動等に係る通

院等介助及び通院等乗降介助に関しても、同一の指定居宅介護事業所が行う

ことを条件に、算定することができる。 

 

（２）重度訪問介護 

① 入院中の重度訪問介護利用の対象拡大 

・ 入院中に特別なコミュニケーション支援を行うための重度訪問介護の利

用（現行は、障害支援区分６の利用者のみ）について、特別なコミュニケ

ーション支援を必要とする障害支援区分４及び５の利用者も対象とする。 

≪入院中の重度訪問介護利用の対象拡大≫ 

［現  行］ 

区分６に該当し、かつ、病院等へ入院又は入所をする前から重度訪問介護

を受けていた利用者に対して、当該利用者との意思疎通を図ることができる

重度訪問介護従業者が、当該病院等と連携し、病院等において重度訪問介護

を行った場合に、入院又は入所をした病院等において利用を開始した日から

起算して、90日以内の期間に限り、所定単位数を算定する。 

 

［見直し後］ 

区分４以上に該当し、かつ、病院等へ入院又は入所をする前から重度訪問

介護を受けていた利用者に対して、（中略）所定単位数を算定する。 

 

② 入院中の重度訪問介護利用における入院前の医療と障害福祉の連携した

支援への評価 

・ 重度訪問介護利用者が重度訪問介護従業者の付添いにより入院する際、

その入院前に、重度訪問介護事業所の職員と医療機関の職員が事前調整を

行った場合、当該重度訪問介護事業所が医療機関と連携した支援について

評価する。 

≪入院時支援連携加算【新設】≫          300単位／回 

病院又は診療所に入院する前から重度訪問介護を受けていた利用者が当該病

院又は診療所に入院するに当たり、重度訪問介護事業所の職員が当該病院又は

診療所を訪問し、当該利用者に係る必要な情報の提供及び当該病院又は診療所
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と当該重度訪問介護事業所が連携して入院時の支援を行うために必要な調整を

行った場合に、１回を限度として所定単位数を加算する。 

 

③ 熟練従業者による同行支援の見直し 

・ 重度訪問介護における熟練従業者の同行支援をより評価する観点から、

熟練従業者及び新任従業者の報酬について見直しを行う。 

・ 医療的ケア等の専門的な支援技術が必要な重度訪問介護加算対象者

（15％加算対象者）に対する支援について、採用から６か月以内の新任従

業者に限らず、重度訪問介護加算対象者（15％加算対象者）に対する支援

に初めて従事する従業者も、熟練従業者の同行支援の対象とする。 

≪熟練従業者による同行支援の見直し≫ 

［現  行］ 

・ 障害支援区分６の利用者に対し、指定重度訪問介護事業所が新規に採用

した従業者により支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練

した従業者が同行して支援を行った場合に、それぞれの従業者が行う重度

訪問介護につき、所要時間 120時間以内に限り、所定単位数の 100分の 85

に相当する単位数を算定する。 

 

 [見直し後] 

・ 障害支援区分６の利用者に対し、（中略）当該利用者の支援に熟練した従

業者が同行して支援を行った場合に、それぞれの従業者が行う重度訪問介

護につき、所要時間 120時間以内に限り、所定単位数の 100分の 90に相当

する単位数を算定する。 

・ 指定重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、重度訪問介護加算対象者

（15％加算対象者）に対する支援に初めて従事し支援が行われる場合にお

いて、当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場合

に、それぞれの従業者が行う重度訪問介護につき、所要時間 120時間以内

に限り、所定単位数の 100分の 90に相当する単位数を算定する。 

 

（３）同行援護 

① 同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直し 

・ 専門的な支援技術を有する人材を配置した事業所を評価できるように、

加算要件の「良質な人材の確保」の要件の選択肢として、「盲ろう者向け通

訳・介助員であり、同行援護従業者の要件を満たしている者」の配置割合

を追加する。 

≪同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直し≫ 
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  良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて、所

定単位数に加算する。 

 ・特定事業所加算（Ⅰ）（①～③のすべてに適合） 所定単位数の20％に加算 

 ・特定事業所加算（Ⅱ）（①及び②に適合）    所定単位数の10％を加算 

 ・特定事業所加算（Ⅲ）（①及び③に適合）      所定単位数の10％を加算 

 ・特定事業所加算（Ⅳ）（①及び④に適合）      所定単位数の５％を加算 

 

[現  行] 

① サービス提供体制の整備（研修の計画的実施、情報の的確な伝達等） 

② 良質な人材の確保 

・ 介護福祉士の割合 30％以上 

・ 実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合 50％以上 

・ 常勤の同行援護従事者によるサービス提供 40％以上 

・ 同行援護従業者養成研修及び国立リハビリテーションセンター学院視 

覚障害学科修了者等 30％以上 

③ 重度障害者への対応（区分５以上である者及び喀痰吸引等を必要とする

者の占める割合が30％以上） 

④ 中重度障害者への対応（区分４以上である者及び喀痰吸引等を必要とす

る者の占める割合が50％以上） 

 

［見直し後］ 

①   （略） 

② 良質な人材の確保 

・ 介護福祉士の割合 30％以上 

・ 実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合 50％以上 

・ 常勤の同行援護従事者によるサービス提供 40％以上 

・ 同行援護従業者養成研修及び国立リハビリテーションセンター学院視 

覚障害学科修了者等 30％以上 

・ 盲ろう者向け通訳・介助員で、同行援護従業者の要件を満たしている 

者 20％以上 

③及び④   （略） 

 

（４）行動援護 

① 短時間の支援の評価 

・ 行動援護において強度行動障害を有する者のニーズに応じた専門的な支

援を行うようにするため、短時間の支援の評価を行いながら、長時間の支

援については見直すなど、行動援護の報酬設定の見直しを行う。 
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→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」（別紙１）参照 

 

② 行動援護の特定事業所加算の加算要件の見直し 

・ 加算要件の「サービスの提供体制の整備」に、強度行動障害を有する者

に対しての医療・教育等の関係機関との連携に関する要件を追加する。 

・ 加算要件の「良質な人材の確保」の要件の選択肢として、「中核的人材養

成研修を修了したサービス提供責任者の人数」を追加する。                                                  

 ・ 加算要件の「重度障害者への対応」の選択肢として、特に専門的な支援

技術を必要とする「行動関連項目 18点以上の者」を追加する。 

≪行動援護の特定事業所加算の加算要件の見直し≫ 

  良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて、所

定単位数に加算する。 

 ・特定事業所加算（Ⅰ）（①～③のすべてに適合） 所定単位数の20％に加算 

 ・特定事業所加算（Ⅱ）（①及び②に適合）    所定単位数の10％を加算 

 ・特定事業所加算（Ⅲ）（①及び③に適合）      所定単位数の10％を加算 

 ・特定事業所加算（Ⅳ）（①及び④に適合）      所定単位数の５％を加算 

 

[現  行] 

① サービス提供体制の整備 

・ 研修の計画的実施、情報の的確な伝達等 

② 良質な人材の確保 

・ 介護福祉士の割合 30％以上 

・ 実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合 50％以上 

・ 常勤の行動援護従事者によるサービス提供 40％以上 

③ 重度障害者への対応（区分５以上である者及び喀痰吸引等を必要とする

者の占める割合が30％以上） 

④ 中重度障害者への対応（区分４以上である者及び喀痰吸引等を必要とす

る者の占める割合が50％以上） 

 

［見直し後］ 

① サービス提供体制の整備 

・ 研修の計画的実施、情報の的確な伝達等 

・ サービス提供責任者が行動援護計画、支援計画シート及び支援手順書の

作成及び利用者に対する交付の際、医療機関、教育機関等と連絡及び調

整を行い、当該関係機関から利用者に関する必要な情報の提供を受けて

いること。 
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※ 令和６年３月31日時点で、特定事業所加算を受けている事業所につ

いては、３年間の経過措置を設ける。 

② 良質な人材の確保 

・ 介護福祉士の割合 30％以上 

・ 実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合 50％以上 

・ 常勤の行動援護従事者によるサービス提供 40％以上 

・ サービス提供責任者のうち１人以上が中核的人材育成研修を修了した    

   者 

③ 重度障害者への対応（区分５以上である者、喀痰吸引等を必要とする者及

び行動関連項目合計点数が18点以上である者の占める割合が30％以上） 

④   （略） 

 

③ 行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置の延長 

・ 行動援護のサービス提供責任者及び従業者の要件における、「介護福祉

士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす」

という経過措置について、令和９年３月 31日まで延長し、その後廃止す

る。 

 

（５）重度障害者等包括支援 

① 強度行動障害を有する児者などに対する支援 

・ 行動援護等の訪問系サービスの資格要件を満たした者がサービス提供を

行う場合に、質の高い支援の実施として評価を行う。                                                  

 ・ 複数のサービス事業者による利用者への支援を行うにあたり、その事業

者の担当者を招集して、利用者の心身の状況やサービスの提供状況の確認

等を行った場合に、その連携した支援について評価する。 

≪有資格者支援加算【新設】≫            60単位／日 

・ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に従事する資格要件を

満たした従業者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った

場合に、１日につき所定単位数を加算する。ただし、重度障害者等包括支

援として居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を提供した場合

に限る。 

 

≪外部連携支援加算【新設】≫           200単位／回 

・ 指定重度障害者等包括支援事業所が、第三者に委託することにより障害

福祉サービスを提供する場合であって、当該委託を受けた事業者の担当者
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を招集して、重度障害者等包括支援計画の実施状況について説明を行うと

ともに、利用者の心身の状況及び障害福祉サービスの提供の状況に関する

必要な情報の提供を受け、当該事業所と連携して支援を行った場合に、利

用者１人につき１月に４回を限度として所定単位数を加算する。 

 

 

（６）訪問系サービスの国庫負担基準の見直し 

① 居宅介護の国庫負担基準について、介護保険対象者の区分を追加する。 

 

② 重度訪問介護の国庫負担基準について、重度障害者の単位の見直しや介護

保険対象者の区分の細分化を行う。 

≪訪問系サービスの国庫負担基準の見直し≫ 

 

○居宅介護利用者 

［現  行］ 

 ・障害支援区分１  3,040単位（ 6,280単位） 

 ・障害支援区分２  3,930単位（ 7,130単位） 

 ・障害支援区分３  5,770単位（ 9,010単位） 

 ・障害支援区分４ 10,850単位（14,040単位） 

 ・障害支援区分５ 17,380単位（20,570単位） 

 ・障害支援区分６ 25,000単位（28,230単位） 

 ・障害児      9,750単位（13,010単位） 
   ※カッコ内は通院等（乗降）介助あり 

 

 [見直し後] 

・障害支援区分１  3,100単位（ 6,410単位） 

 ・障害支援区分２  4,010単位（ 7,270単位） 

 ・障害支援区分３  5,890単位（ 9,190単位） 

 ・障害支援区分４ 11,070単位（14,320単位） 

 ・障害支援区分５ 17,730単位（20,980単位） 

 ・障害支援区分６ 25,500単位（28,800単位） 

 ・障害児          9,950単位（13,270単位） 
   ※カッコ内は通院等（乗降）介助あり 

 

 介護保険対象者 

 ・障害支援区分５  1,100単位 

 ・障害支援区分６  1,810単位 
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○重度訪問介護利用者 

［現  行］ 

 ・障害支援区分４ 28,430単位 

 ・障害支援区分５ 35,630単位 

 ・障害支援区分６ 50,800単位 

 

    介護保険対象者 17,340単位 

 

 [見直し後] 

 ・障害支援区分４ 28,940単位 

 ・障害支援区分５ 36,270単位 

 ・障害支援区分６ 62,050単位 

 

    介護保険対象者  

 ・障害支援区分４ 14,620単位 

 ・障害支援区分５ 15,290単位 

 ・障害支援区分６ 22,910単位 

 

 

３ 日中活動系サービス 

（１）生活介護 

① サービス提供時間ごとの基本報酬の設定 

・ 基本報酬は営業時間で設定されているが、利用者ごとのサービス提供の

実態に応じた報酬体系とするため、基本報酬の設定については、障害支援

区分ごと及び利用定員規模に加え、サービス提供時間別に細やかに設定す

る。なお、サービス提供時間については、医療的ケアが必要な者や盲ろう

者など、障害特性等により利用時間が短時間にならざるを得ない者への配

慮として、個別支援計画に定めた標準的な支援時間で算定することを基本

とすることなど一定の配慮を設ける。また、従業員の配置員数を算出する

際に必要な前年度の平均利用者数の算出については、サービス提供時間を

考慮する。（サービス提供時間が５時間以上７時間未満の利用者は、前年度

の平均利用者数の算出の際、１人ではなく0.75人として計算し、５時間未

満の利用者は、0.5人と計算する。短時間の利用者のニーズに応じたサービ

ス提供も可能であり、例えば、短時間の利用者を午前・午後に分けて受け

入れることも可能。） 

→ サービス提供時間ごとの基本報酬の設定について（別紙１）参照 


